
今
年
三
月
に
施
行
さ
れ
る
改
定
Ｐ
Ｋ
０
法
に

よ
り
、
海
外
に
派
遣
さ
れ
る
自
衛
隊
に
「
駆

け
付
け
警
護
」
「
安
全
確
保
業
務
」
と
称
す

る
任
務
の
拡
大
が
さ
れ
、
「
住
民
保
護
」
や

特
定
区
域
の
「
環
視
、
駐
留
、
巡
回
、
検
問
、

警
備
」
の
武
器
使
用
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
を

挙
げ
、
憲
法
が
禁
止
す
る
武
力
行
使
の
危
険

性
を
自
衛
隊
員
に
負
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
、

憲
法
違
反
で
は
な
い
か
と
、
質
問
し
ま
し
た
。

くらしや区政のご相談
お気軽にお電話ください
３５５１－６８２０（事務所）

３５３３－０５８３（自宅）

こんにちは

加藤ひろし
です
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３
月
１
日
、
第
一
回
区
議
会
定
例
会
（
２
月
26
日

か
ら
３
月
30
日
）
の
一
般
質
問
に
日
本
共
産
党
区

議
団
を
代
表
し
て
奥
村
あ
き
こ
議
員
が
た
ち
、
平

和
、
経
済
、
ま
ち
づ
く
り
、
子
ど
も
の
貧
困
、
シ

ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
区
長
の
見
解
を

質
し
ま
し
た
。

区
長
、
安
保
法
制
（
戦
争
法
）
に

理
解
を
示
す

は
じ
め
に
奥
村
議
員
は
「
安
保
法
制
と
安
倍
政
権

が
ね
ら
う
憲
法
改
定
に
つ
い
て
」
質
問
し
ま
し
た
。

安
倍
政
権
が
、
歴
代
政
権
の
憲
法
解
釈
を
く
つ

が
え
し
、
昨
年
９
月
19
日
に
成
立
を
強
行
し
た
安

保
法
制
、
い
わ
ゆ
る
戦
争
法
を
具
体
化
す
る
動
き

が
進
ん
で
い
る
と
指
摘
。
戦
争
法
を
実
行
す
る
た

め
の
事
実
上
の
統
合
司
令
部
と
し
て
常
設
さ
れ
て

い
る
日
米
の
「
同
盟
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
Ａ
Ｃ
Ｍ
）
」

の
中
に
、
米
軍
・
自
衛
隊
の
制
服
組
同
士
で
構
成

す
る
「
調
整
所
」
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

平
時
か
ら
自
衛
隊
が
米
軍
の
事
実
上
の
指
揮
下
に

組
み
込
ま
れ
る
体
制
が
つ
く
ら
れ
た
こ
と
。
ま
た

2016年第一回区議会定例会

奥村あきこ議員が一般質問

【
質
問
事
項
】

一
。
安
保
法
制
と
安
倍
政
権
が
ね
ら
う
憲

法
改
正
に
つ
い
て

二
。
破
た
ん
明
白
な
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
に

つ
い
て

三
。
区
長
の
所
信
表
明
に
つ
い
て

四
。
子
ど
も
の
貧
困
に
つ
い
て

五
。
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

区
長
は
、
北
朝
鮮
の
脅
威
や
世
界
で
頻
発
す

る
テ
ロ
な
ど
を
あ
げ
て
「
厳
し
さ
を
増
す
安
全

保
障
環
境
を
背
景
に
、
安
保
法
制
と
日
米
協
力

体
制
が
構
築
さ
れ
た
」
と
の
認
識
を
示
し
、

「
同
盟
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
「
我
が

国
と
国
際
社
会
の
平
和
と
安
全
に
資
す
る
良
好

な
協
力
関
係
を
築
い
て
い
く
こ
と
が
重
要
」
と

戦
争
法
の
下
で
の
日
米
協
力
の
危
険
性
の
認
識

を
示
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

奥
村
議
員
は
、
安
保
法
制
は
国
を
守
る
も
の

で
は
な
く
、
海
外
で
「
武
力
行
使
」
が
出
来
る

よ
う
に
す
る
た
め
の
も
の
と
厳
し
く
批
判
し
ま

し
た
。

一般質問を行う奥村あきこ議員

（3月1日）



ま
た
、
安
倍
首
相
の
改
憲
発
言
の
背
景
に
は
、
安

保
法
制
を
強
行
し
て
も
憲
法
９
条
が
あ
る
か
ら
「
戦

争
す
る
国
」
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い
あ
せ

り
と
い
ら
だ
ち
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
区
長
の

見
解
を
質
し
ま
し
た
。

憲
法
９
条
の
「
解
釈
改
憲
」
を
容
認

区
長
は
「
安
保
法
制
（
戦
争
法
）
は
、
憲
法
９
条

の
合
理
的
な
解
釈
の
範
囲
内
で
あ
り
、
立
憲
主
義
に

反
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
、
政
府
の
見
解
を
述
べ
、

戦
争
法
が
憲
法
の
解
釈
に
よ
っ
て
憲
法
違
反
に
な
ら

な
い
と
の
立
場
を
示
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
奥
村
議

員
は
「
憲
法
９
条
は
変
え
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
が
」

と
区
長
の
見
解
を
質
し
ま
し
た
が
、
区
長
は
「
憲
法

９
条
や
安
保
法
制
に
つ
い
て
は
さ

ま
ざ
ま
な
意
見
や
議
論
が
あ
る
。

国
民
的
議
論
が
幅
広
く
展
開
さ
れ
、

国
会
に
お
い
て
十
分
な
審
議
が
な

さ
れ
る
も
の
」
と
答
弁
。
区
長
が

「
憲
法
９
条
」
を
守
る
こ
と
に
つ

い
て
見
解
を
述
べ
ま
せ
ん
で
し
た
。
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私
（
加
藤
博
司
）
が
副
委
員
長
を
務
め
る
企
画
総
務
委
員
会
に
、
第
一
回
定
例
会
に
お
い
て
左
記
の

議
案
が
付
託
さ
れ
審
議
の
た
め
3
月
２
日
・
3
日
に
か
け
て
委
員
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
共
産

党
中
央
区
議
会
議
員
団
の
賛
否
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
（
各
議
案
の
詳
細
は
ブ
ロ
グ
を
参
照
を
）
。

第
一
回
定
例
会
・
企
画
総
務
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
議
案

賛
成
・
議
案
第
5
号
「
平
成
27
年
度
中
央
区
一
般
会
計
補
正
予
算
」

賛
成
・
議
案
第
6
号
「
平
成
27
年
度
中
央
区
国
民
健
康
保
険
事
業
会
計
補
正
予
算
」

賛
成
・
議
案
第
７
号
「
平
成
27
年
度
中
央
区
介
護
保
険
事
業
会
計
補
正
予
算
」

賛
成
・
議
案
第
8
号
「
中
央
区
後
期
高
齢
者
医
療
会
計
補
正
予
算
」

・

賛
成
・
議
案
第
9
号
「
中
央
区
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」

賛
成
・
議
案
第
10
号
「
中
央
区
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」

賛
成
・
議
案
第
11
号
「
中
央
区
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
議
会
及
び
中
央
区
情
報
公
開
・
個
人
情

報
保
護
審
査
会
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」

反
対
・
議
案
第
12
号
「
中
央
区
行
政
不
服
審
査
法
施
行
条
例
」

理
由
「
異
議
申
し
立
て
」
が
廃
止
に
な
る
こ
と
。
審
理
の
公
正
性
が
担
保
さ
れ
な
い
と
し
て
反
対
。

賛
成
・
議
案
第
15
号
「
中
央
区
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
」

賛
成
・
議
案
第
16
号
「
中
央
区
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」

賛
成
・
議
案
第
17
号
「
中
央
区
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
条
例
」

賛
成
・
議
案
第
19
号
「
中
央
区
議
会
等
の
求
め
に
よ
り
出
頭
し
た
者
等
の
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
」

反
対
・
議
案
第
13
号
「
中
央
区
人
事
行
政
の
運
営
な
ど
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
」

反
対
・
議
案
第
14
号
「
中
央
区
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」

反
対
・
議
案
第
22
号
「
中
央
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」

議
案
13
・
14
・
22
号
に
つ
い
て
は
「
能
力
主
義
と
業
績
評
価
を
中
心
と
す
る
人
事
評
価
制
度
の
導

入
の
た
め
の
規
定
整
備
を
行
う
も
の
」
と
し
て
反
対
し
ま
し
た
。

第
二
章

戦
争
の
放
棄

第
九
条

日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る

国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国
権
の
発
動
た

る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行

使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、

永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。

２

前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍

そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。
国

の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。


